
宿毛市長期浸水対策連絡会設置要綱 

 
（目的） 
第１条　南海トラフ地震に伴う地盤沈降及び津波により宿毛市の中心市街地などが広範囲かつ

長期的に浸水することによって予測される被害に関し、事前対策の進捗を確認し、関係機関

の連携を図るため、宿毛市長期浸水対策連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条　連絡会は、次に掲げる事項を協議する。 
（１） 長期浸水対策の進捗状況に関すること。 
（２） 長期浸水対策の検討において個別に検討が必要な事項に関すること。 
（３） 前２号に掲げるもののほか、長期浸水対策を推進するために必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条　連絡会は、別表に掲げる機関（以下「関係機関」という。）で構成する。ただし、必要

に応じて他の機関についても加えることができるものとする。 
 
（会議） 
第４条　連絡会の会議は、事務局が招集し、事務局がその議長となる。 
２　各機関は、必要に応じて連絡会の会議に関係機関以外の者を出席させて意見を聴取するこ

とができる。 
 
（事務局） 
第５条　連絡会の事務局は、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課及び宿毛市危機管理課に

置く。  
 
（雑則） 
第６条　この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附　則 
　　この要綱は、平成２７年１０月２８日から施行する。 
附　則 
　　この要綱は、平成２８年１０月２８日から施行する。 
 
 
別表（第３条関係） 

　

 行政機関 １　国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所 
２　高知県 
３　宿毛市

 応急救助機関 １　高知県警察 
２　宿毛消防署 
３　第五管区海上保安本部高知海上保安部宿毛海上保安署 
４　自衛隊高知地方協力本部四万十地域事務所


